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総務グループ
１　税務事務の指導

府税事務所長・自動車税事務所長会議等を開催し、税務運営に関する事項の指導を行った。

２　歳出予算の配当及び執行

府税事務所及び自動車税事務所に対する歳出予算の配当を行うとともに、予算の適正かつ効率的な執行に努めた。

３ 「債権回収・整理計画」の策定と公表

税外滞納債権の計画的、総合的処理を推進するため、大阪府債権の回収及び整理に関する条例に基づき債権回収・整理計画の策定、公表を行った。

・「令和５年度 債権回収・整理計画 目標達成状況」（令和６年８月 公表）
・「令和６年度 債権回収・整理計画」（令和６年８月 公表）
・「令和６年度 債権回収・整理計画 進捗状況」（令和７年１月 公表）
４ 「債権回収・整理に関する研修会」の開催
債権管理担当者の専門的な知識の習得や意識の向上のため弁護士（当グループ債権特別回収・整理アドバイザー）よる研修を実施した。

基礎及び事例研修

・９回 開催〔令和６年５月～令和７年１月〕
５  整理処理の取組支援
大阪府債権の回収及び整理に関する条例に基づき、消滅時効の期間が経過した私債権の整理処理を促進するため、債権整理を行う債権所管課を支援した。

（別表１　令和６年度 債権回収・整理計画調　　　１７頁）
税務企画グループ
１　府税収入の見積り
過去の実績、景気動向等の資料に基づいて府税収入を見積り､別表のとおり令和６年度の予算に計上した。
（別表２　令和６年度府税収入予算額調　　　１８頁）

２　大阪府税条例等の改正

令和７年（３月31日）大阪府条例第36号
（１）　令和７年度税制改正に伴う改正
ア　個人府民税
所得控除の種類に「特定親族特別控除」を追加した。
〔施行期日：令和８年１月１日〕

イ　府たばこ税
加熱式たばこの課税方式について、重量のみに応じて紙巻たばこに換算する方式とするほか、一定の重量以下のものは紙巻たばこ１本として課税する仕組みとする等の見直しを行った。
〔施行期日：令和８年４月１日〕
ウ　軽油引取税
（ア）　軽油引取税のみなす課税について、課税標準から既に軽油引取税等が課された軽油等の数量を控除することを明確化した。
（イ）　免税軽油を使用する鉄道事業又は軌道事業を営む者が、非化石エネルギーへの転換のための措置として、鉄道用車両又は軌道用車両の燃料タンクにバイオディーゼル燃料等を給油し、当該鉄道用車両又は当該軌道用車両の動力源の燃料として消費する場合について、軽油引取税のみなす課税を適用しないこととした。
　〔施行期日：令和７年４月１日〕
エ　自動車税
（ア）　公共交通移動等円滑化基準に適合した路線バス等を新車で取得する場合の自動車税環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を２年延長した。
（イ）　歩行者検知機能付き衝突被害軽減制動制御装置を装備したバス等を新車で取得する場合の自動車税環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を２年延長した。
〔施行期日：令和７年４月１日〕
（２）　大阪府税条例の一部改正
法人府民税均等割の税率の特例措置（超過課税）の適用期間を３年間延長し、令和10年３月31日までの間に開始する事業年度とした。
〔施行期日：令和７年４月１日〕

３　大阪府税規則等の改正

（１）令和６年（９月30日）大阪府規則第89号
　大阪府税規則の一部改正

ア　　大阪府税条例の改正により、免税軽油の引取り等に係る報告手続に係る事務が改められたことに伴い、所要の改正及び様式の削除を行った。
イ　　軽油引取税に係る申請書等における記載事項の簡素化及び明確化により、申請者等の利便性を向上するため、様式を改めた。
〔施行期日：令和６年10月１日〕
（２）令和６年（12月13日）大阪府規則第107号
　大阪府税規則の一部改正
　　地方税法の改正により、引用条文の条項ずれの是正を行った。
　　〔施行期日：令和７年１月１日〕
（３）令和７年（２月28日）大阪府規則第６号
　大阪府宿泊税規則の一部改正

ア　　特別徴収義務者の登録申請書における記載事項の簡素化及び明確化により、申請者等の負担を軽減するため、様式を改めた。
〔施行期日：公布の日〕

イ　　特別徴収義務者の負担軽減のため、納入申告書の提出期限及び納入期限の特例に係る要件を緩和した。
ウ　　宿泊税の免税点及び税率の改正に伴い、様式を改めた。
〔施行期日：令和７年９月１日〕
エ　　宿泊税の課税免除を受けようとする場合には、当該修学旅行等を主催する学校、高等専修学校又は施設の長が修学旅行等であることを証する書面を特別徴収義務者に提出しなければならない旨の規定を追加するとともに、提出された修学旅行等であることを証する書面について、特別徴収義務者に対し、大阪府宿泊税条例第14条第１項に準じた保存義務を課した。
〔施行期日：令和７年11月１日〕
（４）令和７年（３月21日）大阪府規則第10号
　大阪府税規則の一部改正
　　道路交通法の改正により、個人番号カードに免許に係る情報を記録することができることとされたことに伴い、身体障害者等に係る自動車税の環境性能割及び種別割の減免申請の際に提示し、又は提出しなければならない運転免許証に、改正後の道路交通法第95条の２第１号から第４号までに掲げる事項を証するに足りる書面を含むこととした。
　　〔施行期日：令和７年３月24日〕
（５）令和７年（３月21日）大阪府規則第11号
　大阪府宿泊税規則の一部改正
　　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正により、引用条文の条項ずれの是正を行った。
　　〔施行期日：令和７年４月１日〕
（６）令和７年（３月31日）大阪府規則第49号
　大阪府税規則の一部改正

ア　　現年課税分の個人府民税及び森林環境税の払込みに係る按分率について、森林環境税が課税開始となる令和６年度分と令和５年度以前の年度分で分けて適用するよう、市町村長からの払込通知書の様式を改めた。
イ　　令和７年度税制改正により、サービス付き高齢者向け住宅の用に供する土地の取得に係る不動産取得税の特例措置の適用期限が２年延長されることに伴い、不動産取得税の減額申告書等の様式を改めた。
　　　〔施行期日：令和７年４月１日〕
４　地方消費税徴収取扱費の交付
国に法定委任している地方消費税の徴収に対する徴収取扱費として、法律の定めるところにより算出した額を交付した。
	交付先
	交付額

	国税庁
	 958,774,170 円

	大阪税関
	 884,539,553 円

	計
	1,843,313,723 円 


根拠法令

○　地方税法第72条の113及び同施行令第35条の17

○　地方税法附則第９条の14及び同施行令附則第６条の11
５　府内市町村への交付金の交付

（１）利子割交付金

　府内市町村に対して、法律の定めるところにより算出した額を交付した。

	交付先
	交付額

	大阪市
	491,193,000　円

	堺市
	133,076,000　円

	その他の市町村
	881,083,000　円

	計
	1,505,352,000　円


根拠法令

○　地方税法第71条の26
（２）配当割交付金

　府内市町村に対して、法律の定めるところにより算出した額を交付した。

	交付先
	交付額

	大阪市
	5,459,882,000　円

	堺市
	1,474,872,000　円

	その他の市町村
	9,766,020,000　円

	計
	16,700,774,000　円


根拠法令 
○　地方税法第71条の47
（３）株式等譲渡所得割交付金

　府内市町村に対して、法律の定めるところにより算出した額を交付した。

	交付先
	交付額

	大阪市
	7,200,234,000　円

	堺市
	1,939,529,000　円

	その他の市町村
	12,843,571,000　円

	計
	21,983,334,000　円


根拠法令

○　地方税法第71条の67
（４）法人事業税交付金

　府内市町村に対して、法律の定めるところにより算出した額を交付した。

	交付先
	交付額

	大阪市
	17,515,317,000　円

	堺市
	2,485,890,000　円

	その他の市町村
	14,852,891,000　円

	計
	34,854,098,000　円


根拠法令

○　地方税法第72条の76
 （５）地方消費税交付金

　府内市町村に対して、法律の定めるところにより算出した額を交付した。

	交付先
	交付額

	大阪市
	80,438,354,000　円

	堺市
	20,059,169,000　円

	その他の市町村
	126,258,933,000　円

	計
	226,756,456,000　円


根拠法令

○　地方税法第72条の115
（６）ゴルフ場利用税交付金

　ゴルフ場所在の市町村に対して、法律の定めるところにより算出した額を交付した。
	交付先
	交付額

	堺市
	136,108,256　円

	その他の市町村
	855,278,958  円

	計
	991,387,214　円


根拠法令

○　地方税法第103条
（７）自動車取得税交付金

　府内市町村に対して、法律の定めるところにより算出した額を交付した。
	交付先
	交付額

	大阪市
	28  円

	堺市
	４　円

	その他の市町村
	２　円

	計
	34  円


根拠法令
○　地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成29年法律第2
　号）附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正
前の地方税法第143条
（８）自動車税環境性能割交付金

　府内市町村に対して、法律の定めるところにより算出した額を交付した。

	交付先
	交付額

	大阪市
	2,224,436,079  円

	堺市
	714,942,426　円

	その他の市町村
	2,524,958,000　円

	計
	5,464,336,505  円


根拠法令

     ○　地方税法第177条の6
（９）軽油引取税交付金

　大阪市及び堺市に対して、法律の定めるところにより算出した額を交付した。
	交付先
	交付額

	大阪市
	11,937,918,730　円

	堺市
	6,075,929,962　円

	計
	18,013,848,692　円


根拠法令
　   ○　地方税法第144条の60
　（１０）　分離課税所得割交付金
　　　大阪市及び堺市に対して、法律の定めるところにより算出した額を交付した。

	交付先
	交付額

	大阪市
	577,697,000　円

	堺市
	169,136,000　円

	計
	746,833,000　円


　　　根拠法令
　　　○　地方税法附則第７条の４
 （１１）旧法による軽油引取税交付金

　大阪市及び堺市に対して、法律の定めるところにより算出した額を交付した。
	交付先
	交付額

	大阪市
	1,888,001　円

	堺市
	960,918　円

	計
	2,848,919　円


根拠法令　

○　地方税法等の一部を改正する法律（平成21年法律第９号）附則第６条第２項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の地方税法第700条の49
６　地方消費税の調定
国税資金支払命令官（財務省大臣官房会計課長）から地方消費税の払込について通知を受け、調定を行った。

（別表３　　令和６年度 地方消費税払込額（決定額）調　　　   ２０頁）

７　譲与税の調定

総務大臣から下記の譲与税についての通知を受け､調定を行った。

（別表４　　令和６年度 特別法人事業譲与税譲与税額調　　　  ２０頁）
（別表５　　令和６年度 地方揮発油譲与税譲与税額調　　　　  ２１頁）

（別表６　　令和６年度 石油ガス譲与税譲与税額調　　   　　 ２１頁）

（別表７　　令和６年度 航空機燃料譲与税譲与税額調　 　　　 ２２頁）
（別表８　　令和６年度 森林環境譲与税譲与税額調　　   　　 ２２頁）
（別表９　　令和６年度 自動車重量譲与税譲与税額調　   　　 ２３頁）
８　市町村たばこ税府交付金の調定
法律で定める基準を超えるたばこ税収のある市町村から、市町村たばこ税府交付金の交付を受けるものであるが、令和６年度には対象市町村がなかったため、調定を行っていない。
	交付元
	交付額

	なし
	0　円

	計
	0　円


根拠法令

○　地方税法第485条の13

９　税務訴訟

令和６年度に係属した税務訴訟の件数及びその処理状況は、別表のとおりである。

　　（別表１０　令和６年度に係属した税務訴訟の件数及びその処理状況調　　２４頁）

　　　根拠法令

○　行政事件訴訟法

○　民事訴訟法

○　地方税法第19条の11から第19条の14まで

１０　不服申立ての処理

令和６年度に係属した不服申立ての件数及びその処理状況は、別表のとおりである。

　　（別表１１　令和６年度に係属した不服申立ての件数及びその処理状況調　　２５頁）

　　　根拠法令

○　行政不服審査法

○　地方税法第19条から第19条の10まで

１１　税務重点目標等の策定

令和６年度における「税務重点目標」と、個別取組計画として「人材育成計画」及び「広報実施計画」を定め、所期の目的を達成するよう税務局内及び府税事務所等に対して周知した。
１２　税務広報

府民の府税に対する理解を深め、納税意識を高めていくため、府税のホームページ「府税あらかると」等を通じて、府税に関する知識の普及や申告・納税の呼びかけ等の各種税務広報を実施した。

また、10月及び11月には税を考える週間に合わせて、商業施設のディスプレイ等で府税のＰＲ動画及び画像を放映するとともに、大阪府租税教育推進連絡協議会や大阪市と合同で府税等に関する啓発イベントを実施した。

	実施日
	実施場所
	実施内容
（税務広報）
	連携機関

	令和６年
10月26日
～27日
	咲洲庁舎
（咲洲こどもEXPOへの出展）
	・税に関するクイズ・アンケートの実施、景品として啓発グッズの配布
・税に関するパネル・ポスターの掲示　等
	・大阪府租税教育推進連絡協議会
・大阪市財政局税務部


人事グループ
１　配　置　換

税務職員の異動を次のとおり実施した｡

　　　人事異動　　　令和６年４月１日外　　３４５名

　　　（別表１２　令和６年度税務職員配置換状況調　 　　２６頁）

２　昇　　　任

	職階
	部長級
	次長級
	課長級
	課長補佐級
	主査級

	税内昇任
	　０人
	０人
	５人
	９人
	１０人

	転出昇任
	０人
	１人
	０人
	０人
	　４人

	転入昇任
	０人
	０人
	０人
	０人
	０人


３　退　　　職

令和６年度税務職員退職状況
	年　　　　月
	人　　　　数

	令和６年　５月
	１人

	令和６年　６月
	２人

	令和６年　７月
	２人

	令和６年　９月
	１人

	令和７年　１月
	３人

	普退及び定退
（令和７年３月）
	44人

	計
	53人


４　税務職員職名別配置状況調

令和７年３月31日現在の税務職員の配置状況は別表のとおりである。

　　　　（別表１３　税務職員職名別配置状況調　　　２７頁）

５　優秀税務職員等表彰

通常の職務の範囲を超えて職務を遂行し顕著な業績等を上げた税務職員等に対し、次のとおり優秀税務職員等表彰を実施した｡

　
	区分
	定期表彰
	随時表彰

	表　彰　日
	令和７年３月４日
	令和７年３月４日

	受賞者数

（個人）
	該当なし
	該当なし

	受賞者数

（団体）
	２団体13名
	３団体22名


６　税務職員の研修

税務職員の資質の向上を図るため、職員研修を実施した｡

実施状況は別表のとおりである。

　　　　（別表１４　令和６年度税務職員研修実施状況調　　　２８頁）

システムグループ
１　税務情報システムの運用及び開発
（1） 税務情報システムの運用
税務事務を効率的に運営するため、税務情報システムの安定運用に努めた。
なお、令和７年３月末時点のプログラム本数は、次のとおり。

	サブシステム名
	プログラム本数

	運用
	772

	共通あて名
	402

	府民税三割
	118

	法人二税
	699

	個人事業税
	391

	不動産取得税
	382

	府たばこ税
	17

	ゴルフ場利用税
	9

	軽油引取税
	240

	自動車税種別割
	686

	管理収納
	949

	納税
	991

	宿泊税
	110

	自動車税環境性能割
	81

	軽自動車税環境性能割
	94

	合計
	5,941


（２）税務情報システムに係る開発及び改修

令和６年度に行った主なシステム開発及び改修は、次のとおり。
・外形標準課税の適用対象法人の見直しに伴うシステム改修業務
・軽油引取税電子申告・電子納入の導入に伴うシステム改修業務

・税務情報システム機器更新に係る非互換改修・移行業務
・自動車税環境性能割の税率適用区分変更に伴うシステム改修業務
・身体障がい者減免帳票の印字委託化に伴うシステム改修業務
・北河内府税事務所移転に係るシステム対応業務

２　税務情報システム更改に向けた取組み
　　　税務情報システム更改に向けて、現行の税務情報システムが抱える諸課題を解決し、府民及び職員の利便性を向上するシステムを実現するため、都道府県の基幹業務システムの更改について知見を有するコンサルティング事業者と「次期税務情報システム基本構想等策定支援等業務」委託契約（契約期間：令和６年６月25日～令和９年３月31日）を締結し、令和６年度に次期税務情報システム基本構想を策定した。

事務事業実績









